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期
の
英
米
関
係
を
論
じ
た
小
南
有
紀
君
の
本
論
文
に
お
け
る
分
析
は
、

今
後
の
日
本
に
お
け
る
英
米
関
係
史
研
究
の
発
展
の
不
可
欠
な
基
礎

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
も
、
審
査
委
員
一
同
、

本
論
文
が
博
士
学
位
（
法
学
、
慶
應
義
塾
大
学
）
を
授
与
す
る
に
値

す
る
十
分
な
水
準
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

二
〇
二
五
年
二
月
二
七
日

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

細
谷　

雄
一

法
学
研
究
科
委
員
・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

森　
　
　

聡

法
学
研
究
科
委
員
・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授　

田
所　

昌
幸

博

士（
法

学
）　　
　
　
　
　

山
本
み
ず
き
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一
　
論
文
の
構
成

　

山
本
み
ず
き
君
の
博
士
論
文
「
越
境
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
―
―
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
政
治
的
急
進
主
義
と
社
会
秩
序
、
1​

9​

3​

2
～
1​

9​

4​

0
年
」
は
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス

ト
連
合
（
Ｂ
Ｕ
Ｆ
）
に
代
表
さ
れ
る
政
治
的
急
進
主
義
の
台
頭
と
、

既
存
の
社
会
秩
序
と
議
会
制
民
主
主
義
を
擁
護
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
府

の
対
応
の
相
互
作
用
に
光
を
当
て
た
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
史
研
究
で
あ

る
。

　

一
九
三
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
、
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ

な
ど
い
く
つ
か
の
諸
国
で
民
主
主
義
が
衰
退
し
、
独
裁
体
制
や
権
威

主
義
体
制
が
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
他
方
で
、
こ
の
時
代
の
イ

ギ
リ
ス
で
は
議
会
制
民
主
主
義
に
基
づ
く
政
治
体
制
が
維
持
さ
れ
て
、

そ
れ
ら
の
大
陸
欧
州
諸
国
と
対
峙
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

本
論
文
の
中
で
山
本
み
ず
き
君
は
、「
ソ
連
に
共
産
主
義
体
制
が
樹

立
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
ド
イ
ツ
に
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る

独
裁
体
制
が
敷
か
れ
た
二
〇
世
紀
前
半
と
い
う
時
代
に
、
イ
ギ
リ
ス
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で
は
既
存
の
政
治
体
制
に
異
議
を
唱
え
る
急
進
主
義
思
想
が
政
治
体

制
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」（
一
頁
）
と
論
じ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、「
イ
ギ
リ
ス
で
は
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る

が
故
に
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
議
会
主
義
を
否
定
す
る
に
至
っ
た

フ
ァ
シ
ズ
ム
や
共
産
主
義
等
の
急
進
的
な
政
治
運
動
の
存
在
が
許
さ

れ
、
そ
れ
ら
が
社
会
で
影
響
力
を
持
つ
可
能
性
が
あ
っ
た
」（
同
上
）

の
も
事
実
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
政
治
的
急
進
主
義
思
想
が
政
治

体
制
と
し
て
権
力
を
掌
握
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
か
。
従
来
の
多

く
の
研
究
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
安
定
性
を
「
政
治
文
化
か
ら

自
明
の
も
の
と
し
て
保
証
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
通
説
的
な
理
解
に
対
し
て
、
山
本
君
は
、「
イ
ギ
リ
ス

の
政
治
的
安
定
性
は
、
従
来
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

時
間
を
か
け
て
定
着
し
た
議
会
制
民
主
主
義
と
い
う
政
治
文
化
か
ら

自
明
の
も
の
と
し
て
保
証
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
警
察
、
内

務
省
、
外
務
省
そ
し
て
情
報
機
関
の
Ｍ
Ｉ
5
（
保
安
局
）
を
中
心
と

し
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
諸
機
関
に
よ
る
、
既
存
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と

す
る
政
策
の
帰
結
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
た
」（
二
頁
）
と
、
本
論

文
で
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
を
実
証
す
る
た
め
に
山
本
君
は
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
外
務
省
史
料
、
ロ
ン
ド
ン
警
視
庁
史
料
、
財
務
省
史

料
な
ど
に
加
え
て
、
近
年
よ
う
や
く
公
開
が
進
ん
だ
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ

ン
ス
組
織
で
あ
る
保
安
局
史
料
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
図
書
館
が

所
蔵
す
る
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
関
連
文
書
、
さ
ら
に
は
バ

ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
図
書
館
所
蔵
オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ー
ズ
リ
ー
文
書
や
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
チ
ャ
ー
チ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
・
セ
ン
タ
ー
所

蔵
の
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ン
シ
タ
ー
ト
文
書
な
ど
の
私
文
書
も
幅
広
く
活

用
し
て
、
急
進
的
政
治
運
動
の
影
響
力
拡
大
の
可
能
性
と
、
そ
れ
を

警
戒
し
て
既
存
の
秩
序
の
維
持
を
試
み
る
政
府
の
諸
機
関
の
政
策
と

の
間
の
相
互
作
用
を
丁
寧
に
叙
述
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
一

九
三
〇
年
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
史
研
究
の
一
般
的
理
解
を
修
正
す
る
重

要
な
学
問
的
貢
献
と
い
え
る
。

　

オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ー
ズ
リ
ー
が
率
い
た
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト

連
合
の
運
動
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
イ
タ
リ
ア
政
府
や
ナ
チ
ズ
ム
の
ド

イ
ツ
政
府
と
結
び
つ
く
懸
念
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
対
策
を

講
じ
て
い
た
。
警
察
及
び
内
務
省
は
治
安
維
持
の
観
点
か
ら
暴
力
的

手
段
を
講
じ
る
政
治
運
動
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
外
務
省

及
び
Ｍ
Ｉ
5
は
、
Ｂ
Ｕ
Ｆ
が
体
制
転
覆
を
狙
う
外
国
政
府
と
内
通
し

て
い
る
こ
と
を
警
戒
し
、
安
全
保
障
上
の
脅
威
と
な
り
か
ね
な
い
こ

と
を
危
惧
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
政
治
活
動
に
起
因

す
る
脅
威
の
性
質
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
で
は
異
な
る
見
解

が
併
存
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
宥
和
政
策
を
進
め
る
ネ
ヴ
ィ
ル
・

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
首
相
と
、
よ
り
い
っ
そ
う
厳
し
く
ナ
チ
ズ
ム
や
フ
ァ
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シ
ズ
ム
と
Ｂ
Ｕ
Ｆ
の
連
鎖
を
警
戒
す
る
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ

ル
首
相
と
、
政
治
指
導
者
に
よ
っ
て
そ
れ
へ
の
対
応
も
異
な
っ
て
い

た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
政
策
決
定
を
す
る
上
で
の
組
織
間
の
さ
ま
ざ

ま
な
脅
威
認
識
や
対
応
策
の
齟
齬
や
異
同
に
つ
い
て
、
一
次
史
料
を

も
と
に
丁
寧
に
整
理
し
、
そ
の
全
体
像
を
描
く
本
論
文
で
の
試
み
は
、

イ
ギ
リ
ス
政
治
史
研
究
に
お
け
る
大
き
な
貢
献
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
本
文
と
註
・
参
考
文
献
を
あ
わ
せ
て
、
一
三
〇
頁
か

ら
な
っ
て
い
る
。

　

論
文
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
章（

一
）
問
題
の
背
景

（
二
）
研
究
の
目
的

（
三
）
先
行
研
究

（
四
）
構
成

（
五
）
使
用
史
料

第
一
章　

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
台
頭
―
―
議
会
制
民

主
主
義
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
急
進
主
義
運
動

は
じ
め
に

第
一
節　

オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ー
ズ
リ
ー
評
価
の
変
容

第
二
節　

議
会
制
民
主
主
義
へ
の
懐
疑

第
三
節　

経
済
危
機
と
統
治
機
構
改
革
構
想

第
四
節　
「
若
い
国
家
主
義
者
に
よ
る
新
し
い
政
党
」
の
画
策

（
一
）
ニ
ュ
ー
・
パ
ー
テ
ィ
の
設
立

（
二
）
小
選
挙
区
制
の
障
壁

第
五
節　

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
の
設
立
と
議
会
制
民
主

主
義
批
判

第
六
節　
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
必
要
か
？
」

お
わ
り
に

第
二
章　

越
境
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
―
―
ダ
イ
ア
ナ
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ド
と
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
の
ナ
チ
ス
へ
の
接
近

は
じ
め
に

第
一
節　

流
動
化
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
文
化

（
一
）
政
治
文
化
の
変
容

（
二
）
開
か
れ
た
社
交
界

第
二
節　

ダ
イ
ア
ナ
と
モ
ー
ズ
リ
ー
の
邂
逅

第
三
節　

ヒ
ト
ラ
ー
政
権
成
立
の
陰
で

第
四
節　

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
と
ナ
チ
ス
の
架
橋

お
わ
り
に

第
三
章　

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
と
イ
タ
リ
ア
―
―
内
政
干

渉
の
境
界
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に
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第
一
節　

国
境
を
越
え
る
フ
ァ
シ
ズ
ム

第
二
節　

資
金
流
入
経
路
の
調
査
と
省
庁
間
の
調
整

第
三
節　

公
共
秩
序
法
の
成
立

お
わ
り
に

第
四
章　

連
動
す
る
脅
威
認
識
―
―
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
対
ド
イ
ツ
情

勢
認
識
と
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
へ
の
対
応

は
じ
め
に

第
一
節　

ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の
誕
生
と
情
報
収
集
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

構
築

第
二
節　

国
籍
を
め
ぐ
る
包
摂
と
排
除
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

（
一
）
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
対
英
工
作
活
動

（
二
）
出
生
地
主
義
と
ナ
チ
ス
の
陥
穽

（
三
）
ナ
チ
ス
の
民
族
統
合
政
策

（
四
）
領
域
と
民
族

第
三
節　

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
と
ド
イ
ツ
の
影
響
力
の

増
大

第
四
節　

Ｍ
Ｉ
5
に
よ
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
軍
事
戦
略
の
分
析
と
対
応

お
わ
り
に

終
章

参
考
文
献
一
覧

二
　
論
文
の
概
要

　

以
下
、
本
論
文
の
概
要
を
述
べ
る
。

　

第
一
章
で
は
、「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
台
頭
―
―

議
会
制
民
主
主
義
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
急
進
主
義
運
動
」

と
題
し
て
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
旧
来
の
議
会
制
民
主
主
義

に
対
す
る
批
判
が
高
ま
り
、
経
済
危
機
の
中
か
ら
モ
ー
ズ
リ
ー
が
指

導
す
る
イ
ギ
リ
ス
流
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
生
成
さ
れ
た
過
程
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
山
本
君
は
、「
戦
間
期
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
そ
れ
ま

で
二
大
政
党
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
自
由
党
が
衰
退
し
、
労
働
党
が

台
頭
す
る
過
渡
期
に
あ
っ
た
た
め
に
、
単
独
で
過
半
数
を
獲
得
で
き

る
政
党
が
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
政
党
間
の
立
場
の
調
整
に

時
間
を
要
す
る
事
態
が
生
じ
て
い
た
」（
四
六
頁
）
こ
と
に
注
目
す

る
。
そ
の
結
果
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
急
激
に
変
化
す
る
イ
ギ
リ

ス
社
会
の
諸
問
題
に
既
存
の
政
党
が
迅
速
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
へ

の
不
満
が
募
っ
て
い
っ
た
。
モ
ー
ズ
リ
ー
の
目
に
は
、
議
会
で
繰
り

広
げ
ら
れ
る
討
論
が
目
前
の
社
会
の
要
請
に
応
え
て
い
な
い
よ
う
に

映
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
モ
ー
ズ
リ
ー
は
、「
真
の
自
由
主
義
と
は
経
済

的
自
由
で
あ
る
」（
四
八
頁
）
と
主
張
し
て
、
経
済
危
機
を
克
服
す

る
た
め
に
集
権
的
な
政
治
体
制
を
打
ち
立
て
る
べ
く
、
議
会
討
論
の

廃
止
を
訴
え
て
い
た
。
そ
こ
で
山
本
君
は
、
議
会
制
民
主
主
義
の
オ

ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
モ
ー
ズ
リ
ー
の
政
策
が
構
想
さ
れ
た
過
程
に
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着
目
し
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
が
こ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
、
既
存
の

政
治
体
制
に
代
わ
る
一
つ
の
処
方
箋
と
し
て
比
較
的
肯
定
的
に
受
容

さ
れ
て
い
く
過
程
を
、
同
時
代
の
政
治
家
や
知
識
人
の
私
文
書
や
著

述
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
。
議
会
制
民
主
主
義
の
母
国
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
も
、
戦
間
期
に
は
議
会
政
治
に
対
す
る
批
判
が
噴
出
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
モ

ー
ズ
リ
ー
は
「
イ
ギ
リ
ス
第
一
（Britain First

）」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
掲
げ
て
い
た
。

　

第
二
章
で
は
、「
越
境
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
―
―
ダ
イ
ア
ナ
・
ミ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ド
と
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
の
ナ
チ
ス
へ
の
接

近
」
と
題
し
て
、
モ
ー
ズ
リ
ー
率
い
る
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連

合
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
し
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
に
、
モ
ー
ズ
リ
ー
の
二
人
目
の
妻
で
あ
り
、

モ
ー
ズ
リ
ー
と
ヒ
ト
ラ
ー
を
架
橋
す
る
役
割
を
担
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人

貴
族
の
ダ
イ
ア
ナ
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
ダ
イ
ア
ナ
・
ミ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
と
オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ー
ズ
リ
ー

の
活
動
に
対
し
て
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
な
ど
の
ナ
チ
ス
の
幹
部
が
関
心
を

示
し
、
経
済
的
誘
因
を
提
供
し
て
接
近
を
試
み
た
こ
と
、
そ
し
て
そ

れ
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
自
ら
の
影
響
力
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

浸
透
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
て
い
た
こ
と
を
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
日
記
な

ど
ド
イ
ツ
側
の
史
料
も
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
ダ
イ
ア
ナ
・
ミ
ッ

ド
フ
ォ
ー
ド
は
、
い
わ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
と
ナ
チ

ス
と
の
間
を
「
架
橋
す
る
」
重
要
な
役
割
を
担
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
越
境
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
他
方
で
、
ナ
チ
ス
と
の

邂
逅
と
連
携
は
、
後
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
情
報
機
関
が
モ
ー
ズ
リ
ー

の
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
の
運
動
に
安
全
保
障
上
の
脅
威
認

識
を
持
つ
よ
う
に
至
る
重
要
な
転
換
点
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
連
携

が
始
ま
る
契
機
と
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
文
化
の

変
容
、
と
り
わ
け
階
級
社
会
の
動
揺
と
女
性
の
政
治
参
加
の
拡
大
が

大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
重
要
な
点
で
あ
る
こ
と
を
、
山

本
君
は
指
摘
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
政
治
文

化
の
変
容
、
社
会
階
層
の
動
揺
、
そ
し
て
政
治
参
加
の
拡
大
に
よ
っ

て
、
既
存
の
政
治
秩
序
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
新
し
い
政
治
運
動
が
浮

上
し
て
い
っ
た
の
だ
。

　

第
三
章
で
は
、「
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
と
イ
タ
リ
ア

―
―
内
政
干
渉
の
境
界
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し
て
、
一
九
三
〇
年
代

半
ば
以
降
、
イ
タ
リ
ア
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
モ
ー
ズ
リ
ー
の
イ
ギ
リ

ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
に
資
金
提
供
を
行
い
、
イ
ギ
リ
ス
と
イ
タ
リ

ア
に
お
け
る
二
つ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
が
経
済
的
な
動
機
を
主
要
な

要
因
と
し
て
接
近
し
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

過
程
で
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
率
い
る
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ス
ト
党
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
政
治
的
影
響
力
が
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
浸
透
す
る
こ
と
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を
、
安
全
保
障
上
の
脅
威
と
し
て
関
係
省
庁
が
認
識
す
る
に
至
る
経

緯
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
政
治
史
研
究
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
資
金
提
供
の
実
態
は
必
ず
し
も
史
料
的
裏
付
け
を
持
っ

て
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
二
〇
一
三
年
に
公
開
さ
れ
た

内
務
省
史
料
に
よ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
政
府
側
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
お
よ

び
駐
英
イ
タ
リ
ア
大
使
グ
ラ
ン
デ
ィ
が
、
モ
ー
ズ
リ
ー
へ
の
資
金
提

供
を
認
め
る
手
紙
が
公
開
さ
れ
、
両
者
の
経
済
的
な
繫
が
り
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
モ
ー
ズ
リ
ー
へ
の

資
金
提
供
の
見
返
り
と
し
て
、
親
イ
タ
リ
ア
的
な
言
説
を
イ
ギ
リ
ス

内
で
醸
成
す
る
よ
う
な
工
作
活
動
を
掛
け
合
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら

か
と
な
っ
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
国
境
を
越
え
る
上
で
、
経
済
的
な
動

機
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
本
論
文
が
明
ら
か
に
し
た

こ
と
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
国
際
的
な
連
携
を
実
証
す
る
上
で
の
重
要

な
貢
献
と
い
え
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
お
い
て
、

モ
ー
ズ
リ
ー
の
急
進
主
義
的
な
政
治
運
動
が
徐
々
に
、
イ
ギ
リ
ス
政

府
諸
機
関
の
警
戒
と
監
視
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
イ
タ
リ
ア
政
府
に
よ
る
「
内
政
干
渉
」
を

問
題
視
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
内
政
干
渉
と
し
て
食
い
止
め
る
法
的

根
拠
を
持
た
ず
、
結
局
は
論
理
に
手
を
加
え
、
治
安
維
持
の
観
点
か

ら
公
共
秩
序
法
を
成
立
さ
せ
、
公
道
で
の
活
動
を
制
限
す
る
と
い
う

方
策
を
と
る
に
至
っ
た
。

　

第
四
章
で
は
、「
連
動
す
る
脅
威
認
識
―
―
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
対

ド
イ
ツ
情
勢
認
識
と
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
へ
の
対
応
」
と

題
し
て
、
対
外
脅
威
で
あ
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
国
内
の
脅
威
で
あ

る
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
脅
威
が
連

動
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
と
っ
て
の
安
全
保
障
上
の
脅
威
と
化
し

て
い
く
過
程
を
論
じ
る
。一
九
三
六
年
前
後
の
時
期
に
、イ
ギ
リ
ス
外

務
省
、Ｍ
Ｉ
5
、駐
独
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
の
関
係
各
所
は
、そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
視
点
か
ら
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
対
英
工
作
活
動
に
つ
い
て

情
報
を
収
集
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
影
響
力
が

イ
ギ
リ
ス
国
内
に
浸
透
す
る
こ
と
が
深
刻
な
脅
威
と
し
て
警
戒
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
、
一
九
三
六
年
の
公
共
秩
序
法

の
制
定
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
の
活
動
は
制
限
さ

れ
、
社
会
的
支
持
基
盤
も
弱
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

イ
ギ
リ
ス
政
府
は
第
二
次
世
界
大
戦
に
至
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ

ァ
シ
ス
ト
連
合
や
指
導
者
モ
ー
ズ
リ
ー
の
監
視
を
続
け
て
い
た
。
最

終
的
に
は
、
戦
時
立
法
を
通
じ
て
防
衛
規
則
18
Ｂ
を
制
定
し
、
モ
ー

ズ
リ
ー
を
拘
束
す
る
こ
と
で
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
を
瓦
解

さ
せ
た
。
モ
ー
ズ
リ
ー
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
と
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の

結
び
つ
き
に
着
目
し
、
そ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ど
の
よ
う
に
監
視

し
、
分
析
し
た
の
か
、
な
ぜ
脅
威
と
見
做
し
た
の
か
を
本
論
文
は
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
イ
ギ
リ
ス
は
、
社
会
秩
序
と
国
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家
安
全
保
障
を
守
り
抜
く
体
制
を
構
築
し
、
戦
時
体
制
の
準
備
を
進

め
て
い
っ
た
」
こ
と
を
、
山
本
君
は
的
確
に
論
述
し
て
い
る
。
そ
の

際
に
、
市
民
的
自
由
が
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
で
次
善
の
価
値
へ

と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
過
程
を
、
政
府
関
係
者
の
回
顧
録
を
用
い
て

明
ら
か
に
し
て
い
る
点
も
、
本
論
文
の
重
要
な
貢
献
で
あ
る
。

三
　
論
文
の
評
価

　

本
論
文
で
は
、
オ
ズ
ワ
ル
ド
・
モ
ー
ズ
リ
ー
が
主
導
す
る
政
治
的

急
進
主
義
運
動
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
が
、
ド
イ
ツ

や
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
外
国
政
府
と
ど
の
よ
う
に
連
携
し
、
連
動
し
て

い
た
の
か
を
、
新
た
に
公
開
さ
れ
た
諸
史
料
を
用
い
て
論
述
し
て
い

る
。
そ
の
上
で
山
本
君
は
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
固
な
基
盤
と

す
る
各
国
の
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
運
動
が
、
完
全
に
孤
立
し
て
存
在
し

て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
共
振
し
、
連
動
し
、
連
携

し
て
い
た
と
い
う
事
実
」（
一
一
五
―
一
一
六
頁
）
を
明
ら
か
に
し

た
。
本
論
文
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ

っ
て
分
断
さ
れ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
が
実
際
に
は
人
的
な
繫
が
り
や

資
金
提
供
な
ど
を
媒
介
と
し
て
、「
国
境
を
越
え
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
」

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
国
境
を
越
え
た
フ
ァ

シ
ズ
ム
」
の
繫
が
り
は
強
固
な
政
治
信
条
に
よ
る
紐
帯
を
伴
わ
ず
、

各
国
組
織
の
思
惑
の
違
い
に
よ
り
脆
弱
性
を
も
同
時
に
孕
ん
で
い
た

こ
と
も
ま
た
本
論
文
は
明
ら
か
に
し
た
。

　

本
論
文
は
、
上
述
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
い
く

つ
か
の
重
要
な
学
問
的
な
貢
献
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
に
は
、
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ

ム
が
、
モ
ー
ズ
リ
ー
が
主
導
す
る
政
治
的
急
進
主
義
運
動
で
あ
る
イ

ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
と
連
携
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
こ
と
で
、
近
年
の
研
究
史
上
の
新
し
い
重
要
な
動
向
で
あ
る
国
際

フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
研
究
に
大
き
な
貢
献
を
行
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

い
。
山
本
君
は
二
〇
一
三
年
以
降
に
新
た
に
公
開
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス

内
務
省
文
書
や
Ｍ
Ｉ
5
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
関
連
文
書
、
モ
ー
ズ

リ
ー
の
個
人
文
書
を
用
い
る
こ
と
で
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
Ｂ
Ｕ
Ｆ
へ
と

実
際
に
資
金
提
供
が
行
わ
れ
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
国
境

を
越
え
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
が
共
鳴
し
、
連
携
し
て
い
た
こ
と
が
明

確
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
そ
れ
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
親

和
性
で
あ
る
以
上
に
、
経
済
的
誘
因
に
基
づ
い
た
関
係
で
あ
る
が
故

に
脆
弱
性
を
有
し
て
い
た
。
い
わ
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
の
国
際
的
な

連
携
の
実
態
と
脆
弱
性
の
双
方
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
、
従
来
と

は
異
な
る
新
し
い
視
座
を
提
供
し
た
意
義
は
大
き
い
。

　

第
二
に
は
、
従
来
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
と
、
イ
ギ
リ
ス
内
務
省

の
政
治
的
急
進
主
義
へ
の
対
策
お
よ
び
政
策
に
関
す
る
研
究
が
異
な

る
視
座
と
史
料
を
基
礎
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
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本
論
文
で
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
双
方
の
視
座
を
包
摂
し
、
そ
の
相
互
作

用
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
従
来
よ
り
も
奥
行
き
の
あ
る
広
い
視
座
か

ら
の
政
治
史
研
究
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
前
者
は
主
に
政

治
思
想
史
研
究
の
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
後
者
は
イ
ギ
リ
ス
政
治

史
研
究
の
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
本
論
文
で
は
そ
れ
ら
を
イ

ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
史
の
視
座
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
ス
ケ
ー

ル
の
大
き
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
の
独
創
性
と
総
合
性
は
高

く
評
価
さ
れ
て
良
い
。

　

第
三
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ァ
シ
ズ

ム
運
動
に
対
す
る
政
策
形
成
を
め
ぐ
り
、
内
務
省
、
Ｍ
Ｉ
5
、
ロ
ン

ド
ン
警
視
庁
、
外
務
省
な
ど
が
異
な
る
脅
威
認
識
を
有
し
、
そ
れ
ら

が
ど
の
よ
う
に
摩
擦
を
生
み
、
ま
た
調
整
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
検

討
す
る
こ
と
で
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
決
定
過
程
に
つ
い
て
実

証
的
に
新
し
い
視
座
を
提
供
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
現
代
の
政

治
史
研
究
に
お
い
て
は
、
内
務
省
史
、
外
交
史
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
史
な
ど
、
異
な
る
方
法
論
で
研
究
が
行
わ
れ
る
傾
向
が
強
ま
る
中

で
、
本
論
文
は
方
法
論
的
に
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
多
角
的
お
よ

び
総
合
的
な
視
座
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
学
術
的
な
大
き
な
貢
献
と

な
っ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
こ
の
よ
う
に
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
、
独
創
性
が
強
い
こ

と
が
ま
た
、
い
く
つ
か
の
学
問
的
な
課
題
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
気
に
な
る
課
題
に
つ
い
て
指
摘

し
た
い
。
第
一
に
は
、
各
章
の
視
座
を
総
合
す
る
た
め
の
分
析
枠
組

み
の
提
示
が
不
十
分
に
感
じ
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
第
一
章
は
モ
ー
ズ

リ
ー
の
視
座
、
第
二
章
は
ダ
イ
ア
ナ
・
ミ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
視
座
、

第
三
章
は
イ
ギ
リ
ス
内
務
省
の
視
点
、
第
四
章
は
外
務
省
お
よ
び
Ｍ

Ｉ
5
の
視
座
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
上
述
の
よ
う
に
そ
の
よ
う
な

多
角
的
な
視
座
の
提
示
が
本
論
文
の
強
み
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の

強
み
を
十
分
に
活
か
す
た
め
に
も
そ
れ
ら
を
包
摂
す
る
総
合
的
な
分

析
枠
組
み
を
序
章
で
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

章
で
示
さ
れ
た
問
題
意
識
は
、
一
つ
一
つ
が
い
っ
そ
う
の
展
開
が
可

能
な
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
よ

う
に
交
錯
し
、
ど
の
よ
う
に
相
互
の
関
係
を
構
築
し
、
ま
た
ど
の
よ

う
に
そ
の
関
係
が
変
容
し
て
い
く
の
か
。
史
料
的
に
そ
れ
ら
を
明
ら

か
に
す
る
制
約
が
あ
り
な
が
ら
も
、
本
論
文
の
全
体
を
貫
く
統
一
性

の
あ
る
枠
組
み
や
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
本
論

文
の
完
成
度
は
さ
ら
に
高
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
は
、
本
論
文
が
対
象
と
す
る
時
期
や
視
座
を
超
え
た
も
の

で
は
あ
る
が
、
一
九
四
〇
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
第
二
次
世
界

大
戦
中
に
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
イ
ギ
リ
ス
・
フ

ァ
シ
ズ
ム
運
動
と
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
と
の
連
携
を
防
ぎ
、
イ
ギ
リ

ス
の
議
会
制
民
主
主
義
の
政
治
体
制
の
擁
護
を
実
現
し
て
い
っ
た
の
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か
、
そ
れ
自
体
の
記
述
を
も
う
少
し
加
え
る
こ
と
で
、
本
論
文
の
問

題
設
定
に
対
し
て
よ
り
適
切
な
結
論
的
な
記
述
を
提
示
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
戦
争
勃
発
前
と
そ
の
後
で
は
、
ド
イ
ツ
や

イ
タ
リ
ア
の
イ
ギ
リ
ス
国
内
へ
の
干
渉
、
そ
し
て
攪
乱
の
必
要
性
や

方
法
は
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
戦
時
中
は

必
然
的
に
国
民
の
自
由
は
一
定
程
度
制
約
さ
れ
、
政
府
内
で
の
政
策

決
定
も
戦
時
内
閣
で
の
意
思
決
定
の
よ
う
に
変
更
が
加
え
ら
れ
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
九
月
の
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
と
、

一
九
四
〇
年
五
月
の
西
部
戦
線
で
の
戦
闘
開
始
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を

受
け
て
の
チ
ャ
ー
チ
ル
政
権
成
立
に
よ
っ
て
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う

に
変
化
が
見
ら
れ
た
の
か
。
本
論
文
で
も
第
4
章
や
終
章
で
触
れ
ら

れ
て
い
る
が
、
今
後
の
研
究
上
の
大
き
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
本
論
文
の
問
題
設
定
の
外

側
に
位
置
す
る
部
分
が
大
き
く
、
そ
の
本
質
的
な
学
問
的
意
義
を
損

な
う
も
の
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
今
後
検
討
を
す
る
べ
き
課
題

と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
山
本
み
ず
き
君
の
、
本
論
文
に

お
け
る
独
創
的
視
座
の
提
示
や
、
野
心
的
な
方
法
論
的
試
み
は
、
政

治
学
的
に
大
き
な
価
値
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
理

由
か
ら
も
、
審
査
委
員
一
同
、
本
論
文
が
博
士
学
位
（
法
学
、
慶
應

義
塾
大
学
）
を
授
与
す
る
に
値
す
る
十
分
な
水
準
で
あ
る
と
判
断
す

る
。

二
〇
二
五
年
二
月
二
七
日

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

細
谷　

雄
一

法
学
研
究
科
委
員
・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授　

田
所　

昌
幸

博

士（
法

学
）　　
　
　
　
　

副
査　
東
京
大
学
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授　

板
橋　

拓
己

博

士（
法

学
）　　
　
　
　
　


